	入札に関する質問回答書

	業務名
	天神川流域下水道天神浄化センターで使用する電気の供給

	入札予定日
	令和８年３月６日（金）

	質問受付日
	令和８年２月１０日（火）

	回答期限
	令和８年２月１３日（金）

	質問事項
	回　　　答

	
【質問事項１】
落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよろしいですか。


【質問事項２】 
参加資格に、鳥取県の競争入札参加資格を有する者、とありますが、権限を委任された受任者として参加者名簿に登録されている部門長で入札参加する場合、委任状は不要としてよろしいですか。 
また、提出書類の代表者氏名記入欄は、受任者名の記載および押印で問題ありませんか。


【質問事項３】
仮に弊社が落札した場合、契約締結に伴う協議は可能ですか。また、契約締結に際しては、貴県の競争入札参加資格に登録済みの別の代理人（事業所の長）にて契約を締結することは可能ですか。


【質問事項４】
契約書に以下の文言を追加させていただけますか。
乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の定める電気契約要綱・標準料金表に変更がある場合、乙は甲（入札実施機関）へ通知のうえ、変更後の電気契約要綱・標準料金表に基づき、契約金額を変更することができる。




【質問事項５】
燃料費調整額について、「鳥取県管内の旧一般電気事業者が定める燃料費等調整制度により算定された額を超えない範囲とする。」とありますが、各社が独自に定める燃料費等調整額（燃料費等調整を行わず、燃料費等調整額を請求しない場合を含む）による契約は不可との認識で相違ないでしょうか。


【質問事項６】 
各社が独自に定める燃料費等調整額（燃料費等調整を行わず、燃料費等調整額を請求しない場合を含む）による契約が可能な場合、本入札では燃料費等調整額を含めない料金で落札者が決定されるため、実際の燃料費等調整額を含めた請求額では必ずしも落札者が最安とならないケースが考えられます。 
落札者の決定にあたっては、例えば各社の至近の燃料費等調整額の実績を参照する等、燃料費等調整額制度の違いを考慮していただけますでしょうか。 
 

【質問事項７】 
内訳計算書（様式第７号）下段の記載事項：６に「基本料金金額（Ｅ）欄及び電力量料金金額（Ｈ）欄は、小数点第２位まで記載することとし、小数点第３位以下については、入札者ごとの電気料金算定基準に則り、切り上げ又は切り捨てを行うこと。」とありますが、四捨五入としても問題ありませんか。

【質問事項８】
入札書と同封する内訳計算書（様式第７号）について、商号又は名称および代表者氏名を記載し押印は不要として問題ありませんか。



	
【回答１】
単価公表はしません。



【回答２】
委任状の提出は不要です。
提出書類の代表者氏名記入欄は、受任者名の記載及び押印で問題ありません。





【回答３】
契約締結に伴う協議は可能です。
契約締結については、別の代理人（事業所の長）での契約締結は可能ですが、その際、契約権限に関しての委任状は必要です。

【回答４】
甲乙協議のうえ、契約内容を変更する旨を記載する予定です。







【回答５】
仕様書の９に記載のとおり鳥取県管内の旧一般電気事業者が定める燃料費等調整制度により算定された額を超えない範囲で、各社が独自に定める燃料費等調整単価を算出することは可能であり、それをもって契約不可とはならない。


【回答６】
入札説明書１０（２）オに記載のとおりです。なお、燃料費等調整単価は仕様書の１０に記載のとおり、鳥取県管内の旧一般電気事業者が定める燃料費等調整制度により算定された額を超えない範囲とします。





【回答７】
問題ありません。






【回答８】
内訳計算書の押印は不要です。








